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我が国の少子化は急速に進行しており、合計特殊出生率は、平成２９年では 1.43、令和５年では

1.20 と減少傾向が続いています。また、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化による子育て家

庭の孤立や子育てに不安を抱える保護者の増加、共働きの増加に伴う低年齢児の保育ニーズの増大

など、家庭環境や地域における子育てをめぐる環境の著しい変化の中にあり、これらの変化に対応す

べく子育て環境の整備が求められています。 

そのため、国においては、令和５年４月にこども政策をより強力に推進していくため、「こども家庭庁」

が設立され、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法である

「こども基本法」が施行されました。さらに、同年１２月には少子化社会対策基本法、子ども・若者育成

支援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく３つの大綱を一つに束ねた「こども大

綱」が策定されました。 

大石田町（以降「本町」という。）では、子ども・子育て支援法に基づき、平成２６年度に「大石田町子

ども・子育て支援事業計画」、また令和元年度に「第２期大石田町子ども・子育て支援事業計画」を策

定し、「教育・保育施設等の計画的整備」や「質の高い幼児期の教育・保育の一体的な提供」、「地域子

育ての支援の充実」及び「子どもの貧困対策」に向けた施策を推進してきました。 

「第２期大石田町子ども・子育て支援事業計画」が令和６年度で計画期間満了を迎えることから、社

会環境の変化や本町の子育てを取り巻く現状、これまでの取組の成果と課題を踏まえ、子育て支援の

取組をより効果的に推進するため、「第３期大石田町子ども・子育て支援事業計画」（以下「本計画」と

いう。）を策定いたします。 

   

 

  

本計画の期間は、法に基づき令和７年度から令和１１年度までの 5 年間とし、令和６年度に策定しま

した。また、計画内容と実態に乖離が生じた場合は、適宜、計画の見直しを行うものとします。 
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１ 計画策定の背景と目的 

Ⅰ 計画策定の趣旨 

２ 計画の期間 
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本町の人口は、令和元年から令和６年の５年間で 992人減少し、令和６年４月１日現在の人口は 

６，０７６人となっています。 

年齢３区分人口をみると、「0－14歳」「15－64歳」「65歳以上」全てにおいて減少傾向で推移して

います。 

■年齢３区分人口の推移 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日） 

 

令和元年から令和６年の実績児童数及び令和７年から令和１１年の推計児童数は、減少傾向で推移

しています。 

 

資料：令和元年～令和６年 住民基本台帳（各年４月１日） 

令和７年から令和11年 コーホート法による推計   
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Ⅱ 人口・世帯数の推移 
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総人口と同様に世帯数も減少傾向で推移しており、令和２年の一般世帯数は２，０８０世帯となって

います。 

一方、核家族世帯や単独世帯が増加傾向にあり、令和２年における核家族世帯の一般世帯に占め

る割合は、46.2％となっています。 

また、６歳未満親族のいる世帯数と 18歳未満親族のいる世帯数は減少傾向にあります。 

◆世帯数の推移 

 平成 17 年 平成 22 年  平成 27 年 令和２年 

一般世帯数 2,284 世帯 2,222 世帯 2,137 世帯 2,080 世帯 

 核家族世帯数 

（対一般世帯数比） 

883 世帯 

38.7% 

899 世帯 

40.5% 

947 世帯 

44.3％ 

960 世帯 

46.2% 

 
その他の親族世帯 

（対一般世帯数比） 

1,180 世帯 

51.7% 

1,050 世帯 

47.3% 

881 世帯 

41.2% 

717 世帯 

34.5% 

 
非親族世帯 

（対一般世帯数比） 

０世帯 

0.0% 

４世帯 

0.2% 

３世帯 

0.1% 

７世帯 

0.3% 

 単独世帯数 

（対一般世帯数比） 

221 世帯 

9.7% 

269 世帯 

12.1% 

306 世帯 

14.3% 

396 世帯 

19.0% 

資料：国勢調査 

 

◆児童のいる世帯の状況 

 平成 17 年 平成 22 年  平成 27 年 令和２年 

一般世帯数 2,284 世帯 2,222 世帯 2,137 世帯 2,080 世帯 

一般世帯人員 8,690 人 7,977 人 7,154 人 6,369 人 

親族人員 8,683 人 -人 -人 -人 

６歳未満親族のいる一般世帯 

 世帯数 301 世帯 235 世帯 187 世帯 144 世帯 

 世帯人員 1,752 人 1,399 人 1,097 人 828 人 

 ６歳未満親族人員 416 人 311 人 259 人 195 人 

18 歳未満親族のいる一般世帯 

 世帯数 818 世帯 673 世帯 567 世帯 446 世帯 

 世帯人員 4,469 人 3,686 人 3,034 人 2,362 人 

 18 歳未満親族人員 1,430 人 1,186 人 1,029 人 796 人 

資料：国勢調査  

2,284 2,222 2,137 2,080 
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6歳未満、18歳未満の子どものいる一般世帯数の推移

一般世帯数 6歳未満の子どもがいる世帯 18歳未満の子どもがいる世帯

（世帯）
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少子高齢化社会にあって、次代を担うこどもたちが健やかに生まれ、生き生きと育つことは町民す

べての願いです。大石田町で育つこどもたちが、地域の人々の温かいぬくもりにつつまれて、子育て

がしやすいと実感できるまちを目指します。 

本計画においては、第２期計画の方向性はそのままに、基本理念を、『子どもとともに 心の通い合

う 健康で明るいまち』と定め、引き続き理念の実現に向けた取組を推進します。 

 

 
 

 

 

基本理念の実現に向けて、次の７つを基本目標と定め、子ども・子育て支援施策を組み立てて推進

します。 
 

基本目標Ⅰ 地域における子育て支援の環境づくり 

 

基本目標Ⅱ 母と子の健康を守る環境づくり 

 

基本目標Ⅲ 子どもの心身の健やかな成長のための環境づくり 

 

基本目標Ⅳ 子どもや子育てにやさしく安全な環境づくり 

 

基本目標Ⅴ ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

基本目標Ⅵ 特に支援が必要な子どもを支える環境づくり 

 

基本目標Ⅶ 若者が地元で働き、結婚しやすい環境づくり 

  

基本理念 

子どもとともに 心の通い合う 

健康で明るいまち 

Ⅲ 基本的な考え方 

１ 計画の基本理念 

２ 計画の基本目標 
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ます。 

 

 

基本
理念

基本目標 基本施策

　　１　地域における子育て支援サービスの充実

　２　保育サービスの充実

　３　子育て支援のネットワークづくり

　４　子どもの健全育成

　５　地域における人材養成

　１　切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策の充実

　２　学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実

　３　食育の推進

　４　子どもの健やかな成長を見守る地域づくり

　５　小児医療の充実

　１　次代の親の育成

　２　子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備

　３　家庭や地域の教育力の向上

　４　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

　１　良質な住宅・住環境の確保

　２　安全な道路交通環境の整備

　３　安心して外出できる環境の整備

　４　子どもを犯罪等の被害から守るための安全・安心な
      まちづくりの推進

　５　子どもの交通安全を確保するための活動の推進

　６　被害に遭った子どもの保護の推進

　１　多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し

　２　仕事と子育ての両立の推進と基盤整備

　３　結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の推進

　１　児童虐待防止対策の充実

　２　ひとり親家庭等の自立支援の推進

　３　障がい児施策の充実

　１　多様な就労の場の確保と就労の支援

　２　行政、地域、企業等における結婚しやすい環境づくり
      の推進

子
ど
も
と
と
も
に
　
心
の
通
い
合
う
　
健
康
で
明
る
い
ま
ち

Ⅰ　地域における子育て支援
　　 の環境づくり

Ⅱ　母と子の健康を守る環境
     づくり

Ⅶ　若者が地元で働き、結婚
     しやすい環境づくり

Ⅲ　子どもの心身の健やかな
     成長のための環境づくり

Ⅳ　子どもや子育てにやさし
     く安全な環境づくり

Ⅴ　ワーク・ライフ・バランス
     の推進

Ⅵ　特に支援が必要な子ども
     を支える環境づくり

３ 計画の体系 
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教育・保育の利用状況及びニーズ調査を踏まえ、教育・保育提供区域ごとに均衡の取れた教育・保

育の提供が行えるよう、小学校就学前児童数の推移、教育・保育施設の配置状況及び地域の実情等

を考慮し、認定区分ごとに量の見込（必要利用定員総数）と確保方策を設定します。 

 
■令和７年度 1 号認定 2 号認定 3 号認定 

単位（人） 教育を希望 保育が必要 保育が必要 

対象年齢 3～5 歳 0 歳 1 歳 2 歳 

量の見込み 1 1 68 10 14 18 

確保提供数の合計 2 68 10 14 18 

 
■令和８年度 1 号認定 2 号認定 3 号認定 

単位（人） 教育を希望 保育が必要 保育が必要 

対象年齢 3～5 歳 0 歳 1 歳 2 歳 

量の見込み 1 1 68 10 14 18 

確保提供数の合計 2 68 10 14 18 

 
■令和９年度 1 号認定 2 号認定 3 号認定 

単位（人） 教育を希望 保育が必要 保育が必要 

対象年齢 3～5 歳 0 歳 1 歳 2 歳 

量の見込み 1 1 68 10 14 18 

確保提供数の合計 2 68 10 14 18 

 
■令和 10年度 1 号認定 2 号認定 3 号認定 

単位（人） 教育を希望 保育が必要 保育が必要 

対象年齢 3～5 歳 0 歳 1 歳 2 歳 

量の見込み 1 1 68 10 14 18 

確保提供数の合計 2 68 10 14 18 

 
■令和 11年度 1 号認定 2 号認定 3 号認定 

単位（人） 教育を希望 保育が必要 保育が必要 

対象年齢 3～5 歳 0 歳 1 歳 2 歳 

量の見込み 1 1 68 10 14 18 

確保提供数の合計 2 68 10 14 18 

【確保方策の考え方】 

幼稚園、認定こども園の教育施設においては、近隣市町との広域利用連携によって支援を行ってい

きます。 

保育施設においては、保育園を中心に継続して事業を実施するとともに、実情に応じて近隣市町と

の広域利用連携によって必要な支援を行っていきます。  

Ⅳ 子ども・子育て支援事業計画 

１ 教育・保育の量の見込みと確保方策 
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  単位 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

（１）利用者支援事業 

（こども家庭センター型） 
か所 1 1 1 1 1 

（２）地域子育て支援拠点事業 延回数/年 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 

（３）妊婦健康診査 ①受診人数 実人数/年 20 20 18 18 18 

②受診回数 延回数/年 280 280 252 252 252 

（４）乳児家庭全戸訪問事業 実人数/年 15 15 12 12 12 

（５）養育支援訪問事業 実人数/年 5 5 4 4 4 

（６）子育て短期支援事業 
（ショートステイ事業）  

現在、本町では実施していませんが、今後のニーズや状況を勘

案しながら、必要に応じた検討を行います。 

（７）子育て援助活動支援事業 
（ファミリー・サポート・センター） 

 現在、本町では実施していませんが、今後のニーズや状況を勘

案しながら、必要に応じた検討を行います。 

（８）一時預かり事業 ①幼稚園型 延人数/年 ― ― ― ― ― 

②幼稚園型を除く 延人数/年 47 47 47 47 47 

（９）時間外保育事業（延長保育事業） 実人数/年 598 551 525 469 448 

（10）病児・病後児保育事業 延日数/年 250 231 220 196 187 

（11）放課後児童健全育成事業 
（放課後児童クラブ） 実人数/年 217 199 174 163 133 

（12）子育て世帯訪問支援事業 利用回数/年 40 40 40 40 40 

（13）児童育成支援拠点事業  現時点で実施予定はありませんが、今後のニーズや状況を勘案

しながら、必要に応じた検討を行います。 

（14）親子関係形成支援事業 講座数/年 10 10 10 10 10 

（15）産後ケア事業 延人数/年 4 4 4 4 4 

（16）妊婦等包括相談支援事業 延回数/年 45 45 36 36 36 

（17）乳児等通園支援事業 
（こども誰でも通園制度）  

今後のニーズや状況を勘案しながら、令和８年度からの事業実

施に向け必要に応じた検討を行います。 

（18）実費徴収に係る補足給付を行う事業  令和元年度より副食費助成事業を実施しており、今後の事業の

展開については需要動向等をみながら検討します。 

（19）多様な主体が本制度に参入することを 
促進するための事業  需要動向等をみながら検討します。 

 

 

 

２ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資   料  
 



 

 

 

計画の策定体制 

 

 本計画の策定にあたっては、大石田町子ども・子育て会議の調査及び審議を経て策定したものです。 

 

【大石田町子ども・子育て会議委員名簿】 

№ 区 分 役 職 名 氏  名 備考 

１ 

保 護 者 

ふたば保育園保護者会会長 戸田   昇  

２ 大石田保育園保護者会会長 柴田 勝弘  

３ 大石田町小中学校 PTA 連合会会長 柏倉 智也  

４ 

子ども・子育て 

関連事業従事者 

ふたば保育園理事長 髙橋 慎一 会 長 

５ ふたば保育園園長 髙橋紀代美  

６ 大石田保育園園長 齋藤よし江 

 

７ ふたば児童センターセンター長 鈴木 明美  

８ 大石田町こども家庭センター統括支援員 青木智栄美  

９ 

学識経験者 

大石田町教育委員会教育文化課課長 小林 基流  

１０ 大石田町小学校校長会会長 阿部 浩明  

１１ 統括地域学校協働活動推進員 阿部 雅士  

１２ 大石田町主任児童委員 安達 良信  

１３ 大石田町主任児童委員 星川淡紅子  

１４ そ の 他 大石田町民生委員児童委員協議会会長 井苅 博子 副会長 

 

 

【策定事務局】 

№ 区 分 役 職 名 氏  名 

１ 

事 務 局 

大石田町保健福祉課課長兼福祉主幹 大沼 裕子 

２ 大石田町保健福祉課保健衛生主査 柴田 智美 

３ 大石田町保健福祉課児童福祉主査 佐藤   将 
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